
特
集
・

「
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
」
考
③

◎
成
熟
都
市
の
ま
ち
づ
く
り
戦
略

①
分
権
時
代
の
都
市
経
営
～
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
背

　
景

②
新
た
な
国
土
計
画
と
横
浜
の
戦
略
的
都
市
づ
く
り

１
―
地
方
分
権
の
動
向

２
―
分
権
の
受
け
皿
と
し
て
の
自
治
体

３
―
適
正
規
模
論
の
問
題
点

４
―
分
権
型
都
市
経
営
の
方
向

５
―
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
型
行
政
の
実
現

６
―
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
へ
の
取
り
組
み

町村の人口・面積規模比較県・市表―1

＼ 総数
人口規模 面積規模

平均(千人) MAX(千人) MIN(千人) 平均(km) MAX (km) MIN (km)

都道府県 47 2,665

東京都

11,575

鳥取県

　619
8,038

北海道

83,452

香川県

1,875

市 669 134

横浜市

3,301

歌志内市

　　７ 157

いわき市

　1,231

蕨市

　　5.1

町村 2,563 11

古賀町
(福岡)

　　53

富山村
(愛知)

　　0.2

104

足寄町
(北海道)

　1,408

赤岡町(高知)

　　　　1.6

(平成9年度版　全国市町村要覧より)
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地
方
分
権
の
動
向

　
平
成
十
一
年
七
月
八
日
、
「
地
方
分
権
一
括
法
」

が
成
立
し
た
。
来
年
四
月
施
行
に
よ
り
地
方
自
治
法

を
は
じ
め
、
わ
が
国
の
法
律
全
体
の
約
三
割
に
あ
た

る
四
百
七
十
五
本
が
改
正
さ
れ
、
い
よ
い
よ
二
〇
〇

〇
年
か
ら
新
た
な
地
方
自
治
の
時
代
に
入
る
。
「
明
治

維
新
、
戦
後
改
革
に
次
ぐ
第
三
の
改
革
」
と
言
わ
れ

る
一
方
、
「
行
政
内
だ
け
の
官
々
分
権
に
過
ぎ
な
い
」

「
税
財
源
移
譲
な
ど
具
体
策
が
な
い
」
な
ど
と
批
判
も

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
改
革
の
基
本
は

機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

自
己
決
定
・
自
己
責
任
の
原
則
を
貫
い
た
こ
と
で
あ

り
、
「
地
域
の
こ
と
は
地
域
で
決
め
る
」
と
い
う
ル
ー

ル
の
確
立
は
、
今
後
の
地
方
自
治
体
の
都
市
経
営
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

　
今
回
の
分
権
議
論
の
中
で
は
、
地
方
自
治
体
の
在

り
方
、
つ
ま
り
国
と
地
方
の
役
割
の
明
確
化
、
都
道

府
県
と
市
町
村
の
二
層
制
の
地
方
制
度
等
に
つ
い
て

様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
機
関
委
任

事
務
制
度
の
廃
止
、
国
の
関
与
の
縮
減
化
や
権
限
移

譲
、
国
・
県
・
市
の
紛
争
調
整
制
度
の
設
置
、
自
治

体
の
自
主
条
例
制
定
権
や
自
主
組
織
権
の
拡
大
な
ど

の
方
策
が
実
現
し
た
。
ま
た
今
後
も
、
二
〇
〇
一
年

一
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
省
庁
再
編
成
や
、
全
国
を
幾

つ
か
の
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
に
構
成
す
る
道
州
制
議
論
な

ど
、
さ
ら
に
大
き
な
枠
組
み
改
革
の
可
能
性
も
あ
る
。

人
口
最
大
の
政
令
指
定
都
市
で
あ
る
横
浜
市
の
都
市

経
営
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
か
。

分
権
の
受
け
皿
と
し
て
の
自
治
体

表
―
１
は
、
現
状
の
都
道
府
県
・
市
・
町
村
の
人

特
集
・
　
「
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
」
考
③
成
熟
都
市
の
ま
ち
づ
く
り
戦
略

口
規
模
と
面
積
規
模
に
つ
い
て
平
均
・
最
大
・
最
小

を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
態
と
し
て
非
常
に
大

き
な
規
模
の
格
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
法
審
議

の
中
で
は
、
小
規
模
自
治
体
で
は
行
政
能
力
に
限
界

が
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
分
権
の
受
け
皿
と
し
て
の

自
治
体
の
適
正
規
模
が
問
題
に
な
っ
た
。
長
期
的
に

は
衆
議
院
三
百
小
選
挙
区
と
の
連
動
な
ど
の
議
論
も

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
当
面
は
現
在
の
市
町
村
数
約
三

千
二
百
か
ら
約
千
を
目
指
す
こ
と
と
さ
れ
、
市
町
村

合
併
を
推
進
す
る
た
め
様
々
な
促
進
策
が
用
意
さ
れ

た
。
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
合
併
の
具
体
的
検
討
事

例
は
少
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
や
地
域
性

な
ど
を
乗
り
越
え
た
合
併
推
進
に
は
、
大
き
な
困
難

が
予
想
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
都
市
制
度
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
政

令
指
定
都
市
・
中
核
市
制
度
に
加
え
て
、
都
道
府
県

か
ら
の
権
限
移
譲
の
た
め
人
口
二
十
万
人
以
上
の
市

①
分
権
時
代
の
都
市
経
営

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
背
景

土
井
一
成

２

１



を
対
象
に
「
特
例
市
制
度
」
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
人
口
規
模
に
応
じ
て
自
治
体
の
持
つ
べ
き

行
政
権
限
が
規
定
さ
れ
る
規
模
別
都
市
類
型
が
確
立

さ
れ
て
き
た
。
現
在
わ
が
国
で
は
二
十
万
人
以
上
の

大
規
模
都
市
が
百
三
市
あ
る
。
し
か
し
そ
の
分
布
を

見
る
と
、
首
都
圏
‘
近
畿
圏
・
中
部
圏
の
三
大
都
市

圏
で
は
複
数
連
担
し
て
い
る
一
方
、
地
方
で
は
二
十

万
都
市
が
ひ
と
つ
も
な
い
県
も
存
在
し
て
い
る
状
況

で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
神
奈
川
県
で
は
、
政
令
指
定
都
市
が
横

浜
・
川
崎
、
人
口
三
十
万
人
以
上
・
面
積
百
扁
以
上

が
要
件
の
中
核
市
候
補
が
横
須
賀
、
人
口
二
十
万
人

以
上
が
要
件
の
特
例
市
候
補
が
相
模
原
・
藤
沢
・
平

塚
・
茅
ヶ
崎
・
厚
木
・
大
和
・
小
田
原
で
あ
る
。
つ

ま
り
県
内
十
九
市
の
う
ち
十
市
が
大
規
模
都
市
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
都
市
人
口
の
合
計
は
県
人
口
の
約
八

四
％
を
占
め
て
お
り
、
神
奈
川
県
は
わ
が
国
有
数
の

都
市
連
合
体
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

適
正
規
模
論
の
問
題
点

　
自
治
体
の
適
正
規
模
は
本
当
に
決
め
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
市
は
基
礎
的
自
治
体
と
し
て
市
民
の
行
政

ニ
ー
ズ
に
総
合
的
に
応
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し

か
し
、
福
祉
・
教
育
・
環
境
・
都
市
計
画
・
経
済
な

ど
の
各
行
政
分
野
に
お
い
て
望
ま
し
い
公
共
サ
ー
ビ

ス
の
あ
り
方
は
異
な
り
、
地
域
に
密
着
し
た
き
め
細

か
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と
、
広

域
的
な
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
効
率
的
な

サ
ー
ビ
ス
が
有
効
な
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
市
民
の

生
活
圏
の
拡
大
や
情
報
化
の
進
展
に
よ
り
、
一
概
に

サ
ー
ビ
ス
供
給
の
適
正
規
模
が
設
定
し
に
く
く
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
例
え
ば
廃
棄
物
な
ど
環
境
問
題

に
つ
い
て
言
え
ば
、
家
庭
の
分
別
収
集
と
い
っ
た
地

域
の
課
題
か
ら
、
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
や
自
動

車
廃
ガ
ス
規
制
の
よ
う
な
広
域
的
な
課
題
が
あ
る
よ

う
に
、
都
市
問
題
の
深
化
に
伴
い
各
分
野
の
課
題
も

ミ
ク
ロ
か
ら
マ
ク
ロ
ま
で
大
き
く
拡
大
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
「
シ
ビ
ル
ミ
ニ
マ
ム
」
と
し
て
最
低
限

の
行
政
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
確
保
が
問
題
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
現
在
、
基
礎
的
な
も
の
は
概
ね
達
成

さ
れ
て
お
り
、
公
共
・
民
間
を
通
じ
市
民
が
選
択
可

能
な
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
供
給
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
表
―
２
及
び
図
―
１
に
横
浜
市
の
行
政
上
の

各
単
位
に
つ
い
て
人
口
規
模
・
面
積
規
模
の
関
連
を

表
し
て
い
る
が
、
自
治
会
町
内
会
や
小
学
校
区
か
ら

首
都
圏
ま
で
市
の
行
政
の
守
備
範
囲
は
大
き
く
広
が

っ
て
い
る
。
こ
の
現
状
か
ら
見
て
も
、
自
治
体
規
模

に
つ
い
て
画
一
的
に
標
準
化
す
る
こ
と
は
有
効
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
机
上
の
論
理
と
し
て
固
定
的
な

サ
ー
ビ
ス
水
準
を
設
定
す
る
よ
り
も
、
地
域
の
実
情

や
市
民
生
活
の
変
化
に
合
わ
せ
柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
を

可
能
と
す
る
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
都
市
経
営
手

法
の
確
立
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

分
権
型
都
市
経
営
の
方
向

　
地
方
分
権
に
よ
り
、
国
・
県
・
市
の
上
下
・
主
従

の
関
係
は
、
対
等
・
協
力
の
関
係
に
変
わ
る
。
こ
れ

ま
で
の
都
市
経
営
は
、
国
や
県
の
統
一
的
方
針
や
自

治
体
の
横
並
び
意
識
の
中
で
、
あ
る
程
度
自
動
的
に

平
均
的
レ
ベ
ル
の
運
営
が
可
能
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
こ
れ
か
ら
は
、
自
己
決
定
・
自
己
責
任

の
ル
ー
ル
の
中
で
、
自
治
体
独
自
の
創
意
工
夫
や
努

力
次
第
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
レ
ベ
ル
や
コ
ス
ト
に
大

き
な
格
差
が
出
て
来
る
だ
ろ
う
。
市
民
の
見
る
目
も

シ
ビ
ア
に
な
り
、
分
権
時
代
は
「
自
治
体
競
争
の
時

代
」
に
な
る
と
も
言
え
る
。

　
与
え
ら
れ
た
課
題
に
対
応
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

ど
う
す
れ
ば
う
ま
く
都
市
経
営
で
き
る
か
。
こ
の
場

合
、
自
治
体
に
求
め
ら
れ
る
能
力
は
、
ひ
と
つ
は
自

治
体
固
有
の
主
体
性
に
基
づ
く
「
コ
ン
セ
プ
ト
力
」

で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
オ
ー
プ
ン
な
連
携
協
力
を

目
指
す
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
力
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

コ
ン
セ
プ
ト
カ
に
つ
い
て
は
、
望
ま
し
い
都
市
経
営

の
あ
り
方
を
追
求
す
る
た
め
、
自
治
体
が
地
域
の
歴

史
や
風
土
に
根
差
し
つ
つ
市
民
の
理
解
や
共
感
を
得

て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
代
表
例
と
し
て
は
掛

川
市
が
あ
り
、
生
涯
学
習
都
市
を
テ
ー
マ
に
独
自
の

ま
ち
づ
く
り
条
例
や
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
掛
川
城
の

復
元
な
ど
明
快
な
主
体
性
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
カ
に
つ
い
て
は
、
市
民
と
の
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
や
広
域
的
な
都
市
間
連
携
な

ど
、
多
様
な
主
体
と
の
協
力
体
制
の
構
築
が
重
要
に

な
る
。
代
表
例
と
し
て
は
福
岡
市
が
あ
り
、
博
覧
会

以
降
ア
ジ
ア
の
中
核
都
市
を
目
指
し
経
済
・
文
化
な

ど
多
彩
な
国
際
都
市
交
流
を
展
開
し
、
北
部
九
州
全

体
に
活
力
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　
こ
の
二
つ
の
力
を
駆
使
し
な
が
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
都
市
経
営
が
可
能
に
な
れ
ば
、
二
十
一
世
紀
の
「
都

市
の
時
代
」
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
逆
に

ど
ち
ら
も
備
わ
っ
て
い
な
い
自
治
体
は
、
規
模
の
大

小
に
か
か
わ
ら
ず
競
争
に
敗
北
し
て
い
く
事
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ズ
―
ム
レ
ン
ズ
型
行
政
の
実
現

　
横
浜
市
は
人
口
規
模
で
市
平
均
の
二
十
五
倍
、
面

積
規
模
で
三
倍
で
あ
り
、
「
六
大
都
市
」
と
呼
ば
れ

表―2　横浜市の行政単位の人口・面積標準

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成9年度データ)

総数 人口スケール 面積スケール

自治会･町内会 2,759 1.2千人／町内 0.2km/町内

市立小学校 347 9.5千人／小 1.3km/小

市立中学校 145 22.8千人／中 3.0km/中

行政区 18 1837千人／区 24.2km／区

横浜市 １ 3,301.2千人／市 436.1km/市

首都圏 1都3県 32,365.1千人／圏 13,553.5km/圏

調査季報139号･1999.9●16
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キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
考
え
て
み
る
。
横
浜
市
は
有
力

な
大
都
市
自
治
体
で
あ
り
、
市
域
周
辺
・
首
都
圏
・

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
・
日
本
全
国
・
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

な
ど
様
々
な
広
域
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
責
任
あ
る
独

自
方
針
を
持
ち
自
治
体
間
の
協
力
体
制
や
国
・
県
と

の
連
携
を
先
導
す
る
役
割
を
持
つ
べ
き
だ
ろ
う
。
文

化
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
、
先
端
技
術

産
業
な
ど
、
横
浜
ら
し
い
、
か
つ
対
外
的
に
ア
ピ
ー

ル
カ
の
あ
る
都
市
戦
略
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
へ
の
取
り
組
み

た
大
正
期
か
ら
、
名
実
と
も
に
わ
が
国
を
代
表
す
る

大
都
市
で
あ
る
。
し
か
し
図
体
が
大
き
い
が
故
、
全

体
的
な
方
向
性
が
見
に
く
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
市

民
の
共
感
を
得
た
り
都
市
間
の
連
携
を
図
る
た
め
に

は
、
都
市
経
営
の
視
点
を
で
き
る
だ
け
ク
リ
ア
に
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
地
域
化
と
広
域
化
と
い
う

相
反
す
る
動
き
に
つ
い
て
、
柔
軟
な
行
政
運
営
手
法

を
駆
使
す
る
こ
と
で
乗
り
越
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

　
横
浜
市
は
、
地
域
か
ら
広
域
ま
で
一
貫
し
た
コ
ン

セ
プ
ト
で
、
行
政
課
題
に
応
じ
て
焦
点
を
あ
わ
せ
る

こ
と
が
出
来
る
、
い
わ
ば
「
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
型
行
政
」

を
指
向
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
が
広
角

か
ら
望
遠
ま
で
自
在
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
、
ミ
ク

ロ
な
地
域
行
政
の
面
で
は
「
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
」
、

マ
ク
ロ
な
広
域
行
政
の
面
で
は
「
メ
ガ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
テ
ィ
」
を
都
市
経
営
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
設

定
す
る
こ
と
が
有
効
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た
身
近

な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
考
え

て
み
る
。
一
二
百
四
十
万
都
市
と
し
て
人
材
や
情
報
な

ど
の
地
域
の
潜
在
力
を
活
か
す
た
め
に
は
、
自
治
会

町
内
会
や
小
中
学
校
区
内
の
活
動
、
福
祉
や
環
境
な

ど
市
民
活
動
と
の
連
携
、
地
域
主
体
の
ま
ち
づ
く
り

の
展
開
な
ど
、
「
地
域
の
こ
と
は
地
域
で
決
め
る
」
と

い
う
思
い
き
っ
た
分
散
処
理
の
ル
ー
ル
化
が
求
め
ら

れ
る
。
こ
の
た
め
、
局
と
区
が
タ
イ
ア
ッ
プ
し
な
が

ら
、
き
め
細
か
な
施
策
展
開
や
情
報
提
供
を
図
る
一

方
、
「
自
律
自
助
」
を
基
本
と
し
て
住
民
主
体
の
地
域

の
魅
力
や
活
力
づ
く
り
を
側
面
支
援
す
る
必
要
が
あ

る
。

　
メ
ガ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
テ
ィ
は
、
首
都
圏
メ
ガ
ロ

ポ
リ
ス
な
ど
広
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
目
指
す

　
こ
れ
ま
で
、
自
治
体
規
模
論
か
ら
横
浜
市
ト
ー
タ

ル
の
都
市
経
営
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
に
述
べ
て
き
た

が
、
大
都
市
行
政
の
守
備
範
囲
を
拡
充
す
る
た
め

ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
型
行
政
の
必
要
性
を
提
示
し
た
。
過

去
の
実
績
を
見
る
と
、
横
浜
市
は
あ
る
程
度
明
確
な

基
本
的
戦
略
を
持
ち
、
業
務
核
都
市
整
備
を
は
じ
め

と
し
て
都
市
づ
く
り
の
面
で
大
き
な
蓄
積
を
残
し
て

い
る
。
し
か
し
、
地
方
分
権
の
最
も
ペ
ー
ス
と
な
る

考
え
方
は
「
地
域
の
こ
と
は
地
域
で
決
め
る
」
で
あ

り
、
直
接
市
民
の
目
が
届
く
身
近
な
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
が
あ
く
ま
で
第
一
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
住

民
主
体
が
基
本
で
、
ど
の
地
区
が
ど
う
動
く
か
は
あ

く
ま
で
自
発
的
も
の
で
あ
り
、
行
政
と
し
て
は
間
接

的
役
割
が
主
に
な
る
。
地
域
が
動
き
出
し
や
す
い
よ

う
に
、
適
切
な
情
報
提
供
や
多
様
な
後
方
支
援
シ
ス

テ
ム
を
用
意
し
後
押
し
す
る
仕
事
に
な
る
。
こ
の
分

野
に
つ
い
て
の
横
浜
市
の
実
績
は
ま
だ
ま
だ
で
は
な

い
か
。
先
ず
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
は
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ

側
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

は
、
自
律
自
助
の
原
則
、
間
接
的
な
行
政
の
役
割
な

特
集
・
　
「
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
」
考
③
成
熟
都
市
の
ま
ち
づ
く
り
戦
略

ど
、
多
く
の
点
で
ま
ち
づ
く
り
の
発
想
転
換
が
必
要

だ
。
ソ
フ
ト
・
ハ
ー
ド
を
含
め
た
地
域
の
ま
ち
づ
く

り
で
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
共
通
課
題
と
し
て
は
介

護
・
ゴ
ミ
・
教
育
・
防
災
・
防
犯
な
ど
の
テ
ー
マ
が

あ
り
、
地
域
特
性
を
反
映
し
た
個
別
課
題
と
し
て
は
、

産
業
・
景
観
・
交
通
・
環
境
・
文
化
な
ど
が
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
行
政
の
対
応
は
、
あ
る
時
は

情
報
や
手
法
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
役
、
あ
る
時
は
共

同
事
業
の
パ
ー
ト
ナ
ー
役
、
あ
る
時
は
様
々
な
地
域

組
織
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
役
、
あ
る
時
は
地
域
と

対
峙
す
る
場
合
も
あ
る
公
共
事
業
の
プ
ロ
モ
ー
タ
ー

役
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
場
合

に
も
、
縦
割
り
個
別
で
紋
切
り
型
の
お
役
所
的
対
応

で
は
済
ま
な
い
。
住
民
に
納
得
や
満
足
感
を
与
え
る

「
タ
ウ
ン
サ
ー
ビ
ス
業
的
発
想
」
を
持
ち
、
住
民
の
視

点
に
立
っ
た
総
合
的
対
応
が
必
要
に
な
る
。
住
民
要

望
・
過
去
の
経
緯
な
ど
を
十
分
に
把
握
し
、
関
係
局

や
区
が
情
報
の
共
有
化
や
連
携
体
制
を
組
み
、
場
合

に
よ
っ
て
は
住
民
の
問
題
点
や
責
任
も
問
い
な
が
ら
、

課
題
解
決
に
当
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、

公
共
の
責
任
を
自
覚
し
た
上
で
、
常
に
サ
ー
ビ
ス
向

上
と
地
域
の
信
頼
感
を
得
る
こ
と
を
目
指
し
た
「
行

政
プ
ロ
意
識
」
が
必
要
に
な
る
。

　
地
方
分
権
ば
か
り
で
な
く
、
省
庁
再
編
、
規
制
緩

和
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
な
ど
行
政
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く

変
化
し
、
二
十
一
世
紀
型
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い

る
。
地
方
自
治
体
で
も
、
企
業
社
会
と
同
様
に
「
勝

ち
組
、
負
け
組
」
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
横

浜
市
は
、
自
治
体
競
争
の
時
代
に
お
い
て
も
先
進
自

治
体
と
呼
ば
れ
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
企
画
局
広
域
行
政
課
長
Ｖ

面積のスケール比較図―1　人口・
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